
 

 

令
和
七
年
四
月
四
日
受
領 

答
弁
第
一
二
一
号 

   
 

内
閣
衆
質
二
一
七
第
一
二
一
号 

 
 
 
 

令
和
七
年
四
月
四
日 

内
閣
総
理
大
臣 

石

破

 

茂 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

衆

議

院

議

長 
額

賀

福

志

郎 

殿 

  

衆
議
院
議
員
八
幡
愛
君
提
出
屋
外
広
告
物
規
制
と
表
現
の
自
由
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
八
幡
愛
君
提
出
屋
外
広
告
物
規
制
と
表
現
の
自
由
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
表
現
の
自
由
は
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
基
本
的
人
権
の
一
つ
で
あ
り
、
こ
れ
を
尊
重
す
る
こ
と
は
当
然

の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
ま
た
、
一
般
論
と
し
て
、
表
現
の
自
由
が
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
必
要
な
場
合
に
、
合
理

的
な
限
度
に
お
い
て
制
約
を
受
け
る
こ
と
は
あ
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 

そ
の
上
で
、
御
指
摘
の
「
屋
外
広
告
物
の
内
容
に
制
限
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
御
指
摘
の
「
屋
外
広
告
物
法
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
地
方
公
共
団
体
の
条
例
」
に
つ
い
て
は
、
屋
外
広
告
物
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
目
的
規
定
の
「
良
好
な
景
観
を
形
成
し
、
若
し
く
は

風
致
を
維
持
し
、
又
は
公
衆
に
対
す
る
危
害
を
防
止
す
る
た
め
に
」
、
屋
外
広
告
物
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
屋
外

広
告
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
表
示
及
び
屋
外
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
の
設
置
並
び
に
こ
れ
ら
の
維
持
に
つ
い
て
必

要
な
規
制
を
設
け
る
も
の
で
あ
り
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
、
当
該
条
例
に
基
づ
き
、
表
現
の
自
由
に
対
す
る
必
要
か
つ
合

理
的
な
制
限
を
行
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

二
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
 

御
指
摘
の
「
屋
外
広
告
物
条
例
等
に
基
づ
く
内
容
規
制
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
御
指
摘
の
「
屋
外
広
告
物
条
例
」
に
基
づ
く
規
制
に
つ
い
て
は
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
当
該
条
例
に
基
づ
き
、

表
現
の
自
由
に
対
す
る
必
要
か
つ
合
理
的
な
制
限
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
屋
外
広
告
物
の
内
容
規
制
」
及
び
「
関
係
機
関
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は

な
く
、
屋
外
広
告
物
に
係
る
お
尋
ね
の
「
事
例
」
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
網
羅
的
に
把
握
し
て
い
な
い
が
、
例
え
ば
、

国
土
交
通
省
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
個
別
の
最
高
裁
判
所
の
判
決
は
、
昭
和
四
十
三
年
十
二
月
十
八
日
最
高
裁
判
所
大
法

廷
判
決
（
以
下
「
昭
和
四
十
三
年
最
高
裁
判
決
」
と
い
う
。
）
及
び
昭
和
六
十
二
年
三
月
三
日
最
高
裁
判
所
第
三
小
法
廷
判

決
（
以
下
「
昭
和
六
十
二
年
最
高
裁
判
決
」
と
い
う
。
）
の
二
件
で
あ
る
。 

 
 

昭
和
四
十
三
年
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
は
、
電
柱
等
に
ビ
ラ
等
を
貼
り
付
け
た
た
め
、
大
阪
市
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和

三
十
一
年
大
阪
市
条
例
第
三
十
九
号
）
違
反
と
さ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
、
「
大
阪
市
屋
外
広
告
物
条
例
は
、
屋
外
広
告
物
法

・
・
・
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
、
右
法
律
と
条
例
の
両
者
相
待
つ
て
、
大
阪
市
に
お
け
る
美
観
風
致
を
維
持
し
、

お
よ
び
公
衆
に
対
す
る
危
害
を
防
止
す
る
た
め
に
、
屋
外
広
告
物
の
表
示
の
場
所
お
よ
び
方
法
な
ら
び
に
屋
外
広
告
物
を
掲
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出
す
る
物
件
の
設
置
お
よ
び
維
持
に
つ
い
て
必
要
な
規
制
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
本
件
印
刷
物
の
貼
付
が
所
論
の
よ
う
に

営
利
と
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
右
法
律
お
よ
び
条
例
の
規
制
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
と
こ

ろ
・
・
・
被
告
人
ら
の
し
た
橋
柱
、
電
柱
、
電
信
柱
に
ビ
ラ
を
は
り
つ
け
た
本
件
各
所
為
の
ご
と
き
は
、
都
市
の
美
観
風
致

を
害
す
る
も
の
と
し
て
規
制
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
る
の
を
相
当
と
す
る
。
そ
し
て
、
国
民
の
文
化
的
生
活
の

向
上
を
目
途
と
す
る
憲
法
の
下
に
お
い
て
は
、
都
市
の
美
観
風
致
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
公
共
の
福
祉
を
保
持
す
る
所
以
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
程
度
の
規
制
は
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
、
表
現
の
自
由
に
対
し
許
さ
れ
た
必
要
且
つ
合
理
的
な
制
限
と
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
つ
て
、
所
論
の
各
禁
止
規
定
を
憲
法
に
違
反
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
」
な
い
と
の
判
示
が

さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
昭
和
六
十
二
年
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
は
、
街
路
樹
の
支
柱
に
政
党
の
演
説
会
の
開
催
を
告
知
す
る
立
看
板
を
針

金
で
く
く
り
付
け
た
た
め
、
大
分
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
大
分
県
条
例
第
十
八
号
）
違
反
と
さ
れ
た
事
案
に

つ
い
て
、
「
大
分
県
屋
外
広
告
物
条
例
は
、
屋
外
広
告
物
法
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
、
右
法
律
と
相
俟
つ
て
、
大

分
県
に
お
け
る
美
観
風
致
の
維
持
及
び
公
衆
に
対
す
る
危
害
防
止
の
目
的
の
た
め
に
、
屋
外
広
告
物
の
表
示
の
場
所
・
方
法

及
び
屋
外
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
の
設
置
・
維
持
に
つ
い
て
必
要
な
規
制
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
国
民
の
文
化
的
生
活
の
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向
上
を
目
途
と
す
る
憲
法
の
下
に
お
い
て
は
、
都
市
の
美
観
風
致
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
公
共
の
福
祉
を
保
持
す
る
所
以
で

あ
り
、
右
の
程
度
の
規
制
は
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
、
表
現
の
自
由
に
対
し
許
さ
れ
た
必
要
か
つ
合
理
的
な
制
限
と
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
ら
・
・
・
大
分
県
屋
外
広
告
物
条
例
で
広
告
物
の
表
示
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
街
路
樹
二
本
の
各
支
柱
に
、

日
本
共
産
党
の
演
説
会
開
催
の
告
知
宣
伝
を
内
容
と
す
る
い
わ
ゆ
る
プ
ラ
カ
ー
ド
式
ポ
ス
タ
ー
各
一
枚
を
針
金
で
く
く
り
つ

け
た
被
告
人
の
本
件
所
為
に
つ
き
、
同
条
例
三
三
条
一
号
、
四
条
一
項
三
号
の
各
規
定
を
適
用
し
て
こ
れ
を
処
罰
し
て
も
憲

法
二
一
条
一
項
に
違
反
す
る
も
の
で
な
い
」
と
の
判
示
が
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。 


